
 

（仮訳） 

ロシア連邦政府 

決定 

 

2023年９月28日付第1588号 

モスクワ 

 

 

2022年10月７日付ロシア連邦大統領令第723号第１項「ｈ」号にもとづく 

有限責任会社「サハリン-１」定款資本金持分の評価および売却の実施規則の承認について 

 

 

2022年10月７日付ロシア連邦大統領令第723号「いくつかの外国国家および国際機関の非友好的行動に対

応するための燃料エネルギー部門における追加特別経済的措置の適用について」の履行として、ロシア連邦

政府は以下を 決 定 す る ： 

ここに添付する「2022 年 10 月 ７ 日付ロシア連邦大統領令第 723 号第１項『ｈ』号にもとづく有限責任

会社『サハリン-１』定款資本金持分の評価および売却の実施規則」を承認する。 

 

ロシア連邦政府議長              M.ミシュスチン 

 

 

 





 

2023年９月28日付 

ロシア連邦政府決定第1588号により 

承 認 

 

2022年10月７日付ロシア連邦大統領令第723号第１項「ｈ」号にもとづく 

有限責任会社「サハリン-１」定款資本金持分の評価および売却の実施規則 

 

  

１．本規則は、2022年10月７日付ロシア連邦大統領令第723号「いくつかの外国国家および国際機関の非

友好的行動に対応するための燃料エネルギー部門における追加特別経済的措置の適用について」第１項「ｆ」

号および「ｇ」号にしたがったしかるべき外国側コンソーシアム当事者に対するその引渡しが実施されなか

った有限責任会社「サハリン-１」（以下、「会社」）の定款資本金持分（以下、「会社定款資本金持分」）

につき、その評価および売却の手順を同大統領令「ｈ」号にしたがって定めるものである。 

 ２．会社定款資本金持分の評価は、有限責任会社「B１- コンサルト」（基本国家登記番号 1047797042171）

（以下、「独立評価人」）が実施する。独立評価人は、会社定款資本金持分の評価結果にもとづいて当該評

価の報告書を作成し、評価結果の確認に関する評価人自主規制組織の意見書を受け取る。 

 ロシア連邦エネルギー省は、会社定款資本金持分の評価にかかわる独立評価人のサービスの発注者となる。 

 会社定款資本金持分の評価にかかわる独立評価人のサービスの対価の支払いは、当該持分の売却先となる

者がこれを行う。 

３．ロシア連邦エネルギー省は、会社定款資本金持分評価報告書を受領した日から５日以内に、当該の文

書を連邦国家資産管理局に送付する。 

 ４．連邦国家資産庁は、本規則第２項に掲げる文書が到着した日から20日以内に、それが評価基準に適合

しているかについての検証を行い、独立評価人が作成した会社定款資本金持分評価報告書の評価基準および

評価活動に関する法への適合についての自らの意見書をロシア連邦エネルギー省に送付する。 

５．ロシア連邦エネルギー省は、本規則第４項に掲げる連邦国家資産管理局の意見書を受領した日から３

日以内に、会社定款資本金持分評価の承認に関するロシア連邦政府の決定の草案をロシア連邦政府に送付す

る。 

６．連邦国家資産管理局は、会社定款資本金持分評価の承認に関するロシア連邦政府の決定の発効後に、

会社定款資本金持分が売却されるようはからう。 

 会社定款資本金持分の売却実施を目的として、本規則第７項にもとづく選抜（以下、「選抜」）が行われ、

その結果、最高価格を提示した者がその勝者と定められる。 

 選抜にあたって発表される会社定款資本金持分の選抜開始価格としては、本項第１段落が定めるロシア連

邦政府の決定に示されている会社定款資本金持分評価額が採用される。 

７．選抜の参加者となることができるのは、ロシア連邦政府が承認した基準に適合するロシアの法人であ

る。当該の基準への適合についての意見書は、ロシア連邦エネルギー省がこれを発行する。 

 ８．選抜実施日の前日の時点で参加申請書を提出した者が１名のみであった場合、またはロシア連邦政府
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が承認した基準に適合する者が１名のみであった場合、選抜は実施されず、当該の者が、ロシア連邦政府が

承認した会社定款資本金持分の選抜開始価格をもって、勝者として認定される。 

９．連邦国家資産管理局は、会社定款資本金持分の選抜開始価格をもって勝者が決定された日から３日以

内に、会社定款資本金持分売却価格の承認、当該持分の売却先となる者の決定、および会社と当該の者との

間の持分売買契約の締結に関するロシア連邦政府の文書の草案をロシア連邦政府に提出する。 

 10．会社は、本規則第９項に掲げるロシア連邦政府の文書が発効し、会社定款資本金持分の売却先となる

者が本規則第２項第３段落にしたがって当該持分の評価にかかわる独立評価人のサービスの対価の支払いを

行ったのちに、ロシア連邦政府が定めた者との間で、ロシア連邦政府が定めた価格をもって、会社定款資本

金持分の売買契約を締結する。 

 

 


